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１．改正の必要性

⑴　従来の制度
現行法は、「商標」の定義について、「文字、図形、記号若しくは立体的

形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」と規定しており（商
標法第２条第１項）、これに該当しない「文字等と結合していない色彩のみ」
や「音」については、商標法の保護を受けることができない。

また、動き、ホログラム、位置といった商標については、現行法では、
適切な出願方法等が整備されていないため、商標登録を受けることが困難
であった。

⑵　改正の必要性
近年のデジタル技術の急速な進歩や商品又は役務の販売戦略の多様化に

伴い、企業は自らの商品又は役務のブランド化に際し、文字や図形のみな
らず、色彩のみや音についても商標として用いるようになってきている。

諸外国では、色彩のみや音といった「新しい商標」を既に保護対象とし
ており、実際に、こうした諸外国において我が国企業が出願や権利取得を
進めるケースも増加しており、我が国における保護ニーズも高まっている。

こうした「新しい商標」が我が国においても保護対象に追加されること
により、商標権の侵害行為に対する差止めや損害賠償の請求といった権利
行使が可能となるほか、マドリッド協定の議定書に基づいた「新しい商標」
の複数国への一括出願が可能となるといった実益が生ずることから、「新
しい商標」を保護対象とする必要がある。

第４章　商標法の保護対象の拡充等
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２．�改正の概要

我が国における「新しい商標」の保護ニーズの顕在化及びこれを保護対
象に追加することによる実益に鑑み、商標法の保護対象に、色彩のみの商
標及び音の商標といった「新しい商標」を追加するとともに、これに伴い
必要な登録要件や出願手続等の規定の整備を行うこととした。

３．�改正条文の解説

⑴　商標の定義の見直し
◆商標法第２条

（定義等）
第二条　この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することが

できるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又
はこれらの結合、音その他政令で定めるもの（以下「標章」という。）
であつて、次に掲げるものをいう。
一・二　（略）

２～６　（略）

商標の定義に、現行法では保護対象とされていない、色彩のみの商標及
び音の商標を追加するとともに、諸外国での権利取得の事例が相当程度あ
る商標について、将来的な保護ニーズの高まりに迅速に対応し保護対象に
追加することができるよう、商標の定義を政令委任することとした。
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⑵　標章の使用の定義の見直し
◆商標法第２条

（定義等）
第二条　（略）
２　（略）
３　この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。

一～八　（略）
九　音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡

若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
十　前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為

４　前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各
号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含
まれるものとする。
一　文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又

はこれらと色彩との結合の標章　商品若しくは商品の包装、役務
の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章
の形状とすること。

二　音の標章　商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは
役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合（商品、
役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自
体が記録媒体である場合を含む。）において、当該記録媒体に標章
を記録すること。

５・６　（略）

①　音の標章等の使用行為の追加（第３項第９号及び第10号）
現行法の保護対象は、文字や図形等の視認可能な商標のみであるため、

その使用の定義もこれに対応したものとなっており、今回保護対象に追加
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する音の商標には対応していない。このため、音の標章について、機器を
用いて再生する行為や楽器を用いて演奏する行為といった、商品の譲渡若
しくは引渡し又は役務の提供のために実際に音を発する行為を標章の使用
行為として追加することとした（第９号）。
　また、商標法第２条第１項に規定する「その他政令で定める」標章が追
加された際に、当該標章に必要な使用行為についても併せて整備すること
ができるよう、標章の使用の定義を政令委任することとした（第10号）。

②　標章を付する行為の明確化（第４項）
商標法第２条第４項は同条第３項に規定する「商品その他の物に標章を

付すること」についての解釈規定であるが、現行の同条第４項で既に明確
化されている、文字や立体的形状等の標章を「付す」行為には、商品若し
くは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関す
る広告を標章の形状とすることが含まれる旨を第１号として規定するとと
もに、今回保護対象に追加する音の標章について、標章を「付す」行為に
該当するものとして、記録媒体に音を記録することが含まれる旨を第２号
として新たに明確化することとした。

当該行為としては、「商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しく
は役務に関する広告」に音を記録するための記録媒体が取り付けられてい
る場合に、当該記録媒体に音を記録する行為を想定しているが、DVDカ
タログのように商品等それ自体が記録媒体である場合も存在することから、
これに音を記録する行為についても、音の標章を「付す」行為に含まれる
旨を明確化することとした。

なお、同号には「商品の包装」に記録媒体が取り付けられている場合を
規定していないが、これは、商品の包装に音を記録するための記録媒体が
取り付けられる場合について商標法の保護を及ぼす必要性が、現状では想
定されにくいためである。
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⑶　商標の登録要件の見直し
①　商標法第３条第１項第３号
◆商標法第３条

（商標登録の要件）
第三条　自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標につ

いては、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
一・二　（略）
三　その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状（包

装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同
じ。）、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量
若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する
物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、
数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみか
らなる商標

四～六　（略）
２　（略）

　今回の改正により、商標の定義に色彩のみの商標及び音の商標を追加す
るとともに、政令委任規定を追加することとしたことに鑑み、自他商品等
の識別力がない商標として、①商品等が通常有する色彩や発する音、及び、
②今後政令で定める可能性のある商標に係る商品等の特徴についても、網
羅的に捕捉する必要があることから、商標法第３条第１項第３号の対象と
して、その商品又は役務の「その他の特徴」を追加することとした。

これに伴い、商品又は役務の「特徴」とは性質の異なるものと考えられ
る「数量」及び「価格」については、「特徴」には含まれないものとして
規定することとした。
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②　商標法第４条第１項第18号
◆商標法第４条

（商標登録を受けることができない商標）
第四条　次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標

登録を受けることができない。
一～十七　（略）
十八　商品等（商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六

条第一項第五号において同じ。）が当然に備える特徴のうち政令で
定めるもののみからなる商標

十九　（略）
２・３　（略）

商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみか
らなる商標については、その商標登録を認めるとなると、その商品自体又
は商品の包装自体についての生産・販売の独占につながり自由競争を制限
するおそれがあることから、商標法第４条第１項第18号の規定により、政
策的にその商標登録を排除することとしている。

今回の改正により、商標の定義に色彩のみの商標及び音の商標を追加す
るとともに、政令委任規定を追加することとしたが、これらの商標のうち、
商品が当然に備える色彩や発する音といった商品若しくは商品の包装又は
役務の特徴（例、商品「自動車のタイヤ」の黒の色彩、役務「焼肉の提供」
における肉の焼ける音）のみからなる商標については、その商標登録を認
めた場合に、商品若しくは商品の包装又は役務の提供の独占につながるお
それがあるものも想定されることから、その商標登録を排除できるように
する必要がある。

そこで、同号の対象として、現行法上既に規定されている商品又は商品
の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状（特徴）も包含される、
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「商品若しくは商品の包装又は役務が当然に備える特徴」を規定するとと
もに、その具体的な特徴については、政令に委任することとした。

⑷　新しい商標の商標登録出願に係る手続の整備
◆商標法第５条

（商標登録出願）
第五条　（略）
２　次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その

旨を願書に記載しなければならない。
一　商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化する

ものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、
立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標

二　立体的形状（文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合
との結合を含む。）からなる商標（前号に掲げるものを除く。）

三　色彩のみからなる商標（第一号に掲げるものを除く。）
四　音からなる商標
五　前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標

３　（略）
４　経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとすると

きは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明
を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しな
ければならない。

５・６　（略）

①　新しい商標を出願する際の意思表示（第２項）
商標登録を受けようとする商標が、その商標登録を受けようとする商標

（商標法第５条第１項第２号）の記載のみによってはその態様を必ずしも明



168

確に認識することができないものである場合には、現行法の立体商標につ
いて行っているのと同様に、その商標を出願する旨についての意思表示義
務を課すこととした。

そのため、動きやホログラムのように商標に係る文字や図形等が変化す
る商標（第１号）、立体商標（第２号）、色彩のみの商標（第３号）、音の商標

（第４号）及び経済産業省令で定める商標（第５号）については、それぞれの
商標である旨を願書に記載しなければならない。

②　商標の詳細な説明の記載及び物件の提出（第４項）
変化する商標や色彩のみの商標といった商標登録を受けようとする商標

（商標法第５条第１項第２号）の記載のみによってはその内容を明確に特定
することができない商標については、その内容を明確にするため、願書に、
商標の詳細な説明の記載義務を課すこととし、加えて、音の商標における
その音を記録した記録媒体のように、商標登録を受けようとする商標を明
確にするための物の提出が必要な商標については、経済産業省令で定める
物件の添付義務を課すこととした。

願書にこれら記載等の義務を課すべき具体的な商標については、今後政
令で定める可能性のある商標についても対応する必要があることから、経
済産業省令に委任することとした。

⑸　新しい商標の出願に係る明確性の要件の追加
◆商標法第５条

（商標登録出願）
第五条　（略）
２～４　（略）
５　前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定す

るものでなければならない。
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６　（略）

◆商標法第15条

（拒絶の査定）
第十五条　審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当する

ときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなけ
ればならない。
一・二　（略）
三　その商標登録出願が第五条第五項又は第六条第一項若しくは第

二項に規定する要件を満たしていないとき。

◆商標法第43条の２

（登録異議の申立て）
第四十三条の二　何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限

り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当すること
を理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合にお
いて、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、
指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
一・二　（略）
三　その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない

商標登録出願に対してされたこと。

◆商標法第46条

（商標登録の無効の審判）
第四十六条　商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その
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商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。
この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上
のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することがで
きる。
一・二　（略）
三　その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない

商標登録出願に対してされたとき。
四～七　（略）

２～４　（略）

商標の定義に追加される色彩のみの商標及び音の商標、今後政令で定め
る可能性のある商標、並びに、これまで出願手続に係る規定が整備されて
いなかった変化する商標については、商標登録を受けようとする商標の記
載のみによってはその内容を明確に特定することができないことから、願
書に商標の詳細な説明を記載し、又は経済産業省令で定める物件を添付し
なければならないとしている（商標法第５条第４項）。

当該記載及び物件は、登録商標の権利範囲の決定を安定的に実施するた
めのものであるため、商標登録を受けようとする商標の内容を特定するも
のでなければならない。

そのため、当該記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標の内容
を特定するものでなければならない旨を、明確性要件として規定すること
とした（第５条第５項）。

そして、当該要件を担保するため、当該要件を満たしていないことを商
標登録出願についての拒絶理由に追加するとともに（第15条第３号）、あわ
せて、商標登録についての異議申立て理由（第43条の２第３号）及び無効理
由（第46条第１項第３号）に追加することとした。
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⑹　商標権の効力が及ばない範囲の見直し
◆商標法第26条

（商標権の効力が及ばない範囲）
第二十六条　商標権の効力は、次に掲げる商標（他の商標の一部とな

つているものを含む。）には、及ばない。
一　（略）
二　当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、

販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の
方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定
商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供
する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特
徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

三　当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の
場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法
若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務
に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、
用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、
数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

四　（略）
五　商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからな

る商標
六　（略）

２　（略）

商標法第26条第１項第２号及び第３号の改正は、今回の改正により、商
標の定義に色彩のみの商標及び音の商標を追加するとともに、政令委任規
定を追加することに伴い、商標権の効力が及ばない範囲として、①商品等
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が通常有する色彩や発する音、及び、②今後政令で定める可能性のある商
標に係る商品等の特徴についても、網羅的に捕捉するべく、商品又は役務
の「その他の特徴」を追加することとしたものであり、同法第３条第１項
第３号の改正に対応するものである。

同法第26条第１項第５号の改正は、今回の改正により、商標の定義に色
彩のみの商標及び音の商標を追加するとともに、政令委任規定を追加する
ことに伴い、商標権の効力が及ばない範囲として、現行法上既に規定され
ている商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状（特
徴）も包含される、「商品若しくは商品の包装又は役務が当然に備える特徴」
を規定するとともに、その具体的な特徴については、政令に委任すること
としたものであり、同法第４条第１項第18号の改正に対応するものである。　

⑺　新しい商標の権利範囲の決定に係る考慮事項
◆商標法第27条

（登録商標等の範囲）
第二十七条　（略）
２　（略）
３　第一項の場合においては、第五条第四項の記載及び物件を考慮し

て、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。

今回の改正により、商標の定義に追加される色彩のみの商標及び音の商
標、今後政令で定める可能性のある商標、並びに、これまで出願手続に係
る規定が整備されていなかった変化する商標については、商標登録を受け
ようとする商標の記載のみによってはその内容を明確に特定することがで
きないことから、願書に商標の詳細な説明を記載し、又は経済産業省令で
定める物件を添付しなければならないとしている（商標法第５条第４項）。

他方、現行法では、登録商標の権利範囲は、願書に記載した商標に基づ
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いて定めなければならないとされている（同法第27条第１項）。そのため、
登録商標の権利範囲の決定を安定的に実施するために記載し、又は添付す
ることとしている同法第５条第４項の商標の詳細な説明及び経済産業省令
で定める物件については、同法第27条第１項の規定に基づく登録商標の権
利範囲の決定に際して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するため
に考慮するものと位置付けることとした。

⑻　他人の著作隣接権に抵触する登録商標の取扱いに係る規定の整備
◆商標法第29条

（他人の特許権等との関係）
第二十九条　商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品

又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりそ
の商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若し
くは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若し
くは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵
触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることがで
きない。

今回新たに商標法の保護対象に追加された音の商標については、当該商
標が既にレコードに録音され、又は放送されたものである可能性がある。
こうした商標の使用については、実演家の権利、レコード製作者の権利、
放送事業者の権利及び有線放送事業者の権利といった、いわゆる著作隣接
権と抵触し得るが、商標法第29条においては、商標権と著作権との抵触関
係についてのみが規定されている。

そのため、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は
指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録
出願の日前に生じた他人の著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指



174

定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標を使用できな
いこととした。

⑼　防護標章登録についての商標に関する準用規定の整備
◆商標法第68条

（商標に関する規定の準用）
第六十八条　（略）
２　第十四条から第十五条の二まで及び第十六条から第十七条の二ま

での規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合におい
て、第十五条第一号中「第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、
第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項（第五十二条の二
第二項において準用する場合を含む。）、第五十三条第二項」とある
のは「第六十四条」と、同条第三号中「第五条第五項又は第六条第
一項若しくは第二項」とあるのは「第六条第一項又は第二項」と読
み替えるものとする。

３　（略）
４　第四十三条の二（第三号を除く。）から第四十五条まで、第四十六

条（第一項第三号及び第七号を除く。）、第四十六条の二、第五十三
条の二、第五十三条の三、第五十四条第一項及び第五十五条の二か
ら第五十六条の二までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申
立て及び審判に準用する。この場合において、第四十三条の二第一
号及び第四十六条第一項第一号中「第三条、第四条第一項、第七条
の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条
第二項（第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。）、第
五十三条第二項」とあるのは「第六十四条」と、同項第六号中「そ
の登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号
又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあ
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るのは「その商標登録が第六十四条の規定に違反することとなつた
とき」と読み替えるものとする。

５　（略）

防護標章登録はその基礎となる登録商標と同一の標章について行われる
ものであるため（商標法第64条第１項及び第２項）、今回の改正により新た
に設けられた第５条第５項の明確性要件については、既に当該登録商標に
係る出願の審査において当該要件を満たすものと判断されていることから、
防護標章登録出願の審査において再度、当該要件を審査する必要はない。
このため、防護標章登録出願の拒絶理由に、当該要件違反を含まないこと
とした（第２項）。

上記と同様の理由により、防護標章登録についての異議申立て理由及び
無効理由についても、当該要件違反を含まないこととした（第４項）。

⑽　国際商標登録出願に係る特例規定の整備
◆商標法第68条の９

（領域指定による商標登録出願）
第六十八条の九　（略）
２　日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上

欄に掲げる事項は、第五条第一項の規定により提出した願書に記載
された同表の下欄に掲げる事項とみなす。

（略） （略）

国際登録簿に記載されている事
項のうち国際登録の対象である
商標の記載の意義を解釈するた
めに必要な事項として経済産業
省令で定めるもの

商標の詳細な説明
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商標法第68条の９第２項の規定により、第７章の２第２節の規定により
行われる国際商標登録出願（マドリッド協定の議定書の規定に基づき行わ
れる、日本国に対する商標登録出願）については、日本国を指定する国際
登録に係る国際登録簿の記載事項のうち、「国際登録の名義人の氏名又は
名称及びその住所」等の所定の事項が、通常の商標登録出願の願書に記載
されたものとみなされている。

今回の改正により、新たに、商標法第５条第４項に規定する経済産業省
令で定める商標の出願に際しては、願書に商標の詳細な説明を記載する義
務が課されることとなったことから（同法第５条第４項）、国際登録簿の記
載事項のうち、国際登録の対象である商標の記載の意義の解釈に必要な事
項について、商標の詳細な説明とみなすこととした。

なお、国際登録簿の記載事項は、議定書の下位規則に定められており頻
繁に改正される可能性があること等に鑑み、商標の詳細な説明とみなす具
体的事項については、経済産業省令で定めることとした。

◆商標法第68条の28

（手続の補正の特例）
第六十八条の二十八　（略）
２　国際商標登録出願については、第六十八条の九第二項の規定によ

り商標の詳細な説明とみなされた事項を除き、第六十八条の四十の
規定は、適用しない。

現行の商標法第68条の28第２項では、国際商標登録出願については願書
の補正をすることができないこととしているが、今回の改正により、新た
に、商標法第５条第４項に規定する経済産業省令で定める商標の出願に際
しては、願書に商標の詳細な説明を記載する義務が課されることを踏まえ

（同法第５条第４項）、国際商標登録出願については、国際登録簿の記載事
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項のうち、国際登録の対象である商標の記載の意義の解釈に必要な事項を
商標の詳細な説明とみなすこととされた（同法第68条の９第２項）。

そこで、当該商標の詳細な説明とみなされた事項について、その記載が
十分でなく、同法第５条第５項の明確性要件を満たすことができない場合
に、補正の機会を与えずに拒絶することは、出願人の補正の機会を確保す
る観点から適切でないため、国際商標登録出願に係る第68条の９第２項の
規定により商標の詳細な説明とみなされた事項については、通常の商標登
録出願と同様に、その補正を認めることとした。

⑾　登録商標に類似する商標等についての特則
◆商標法第70条

（登録商標に類似する商標等についての特則）
第七十条　（略）
２・３　（略）
４　前三項の規定は、色彩のみからなる登録商標については、適用し

ない。

商標法第70条は、登録商標には、その登録商標に類似する商標であって、
色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標と認めら
れるものを含む等の特則を規定したものであるが、今回の改正により保護
対象に追加された色彩のみの商標について、同条の規定を適用した場合、
色彩のみの登録商標と同一の商標とされる範囲が過度に拡大するおそれが
あることから、色彩のみの登録商標については、同条の規定を適用しない
こととした。
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⑿　第５条第４項の経済産業省令の物件の閲覧
◆商標法第72条

（証明等の請求）
第七十二条　何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録

に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類若しくは第五
条第四項の物件の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープ
をもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付
を請求することができる。ただし、次に掲げる書類又は同項の物件
については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるとき
は、この限りでない。

　一～三　（略）
２～４　（略）

今回の改正により、商標法第５条第４項に規定する経済産業省令で定め
る商標の商標登録出願の際には、同項の経済産業省令で定める物件が願書
に添付されることとなることから、当該物件についても、閲覧又は謄写の
対象となることを明確化することとした。

◆商標法第76条

（手数料）
第七十六条　次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数

料を納付しなければならない。
一～九　（略）
十　第七十二条第一項の規定により書類又は第五条第四項の物件の

閲覧又は謄写を請求する者
十一　（略）
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２～９　（略）

今回の改正により、商標法第72条第１項の閲覧又は謄写を請求すること
ができる物として、同法第５条第４項に規定する経済産業省令で定める物
件が規定されたことから、当該物件の閲覧又は謄写を請求する者について
は、書類の閲覧又は謄写を請求する者と同様に、実費手数料を納付しなけ
ればならないものとした。

⒀　その他の規定の見直し
①　国際機関の標章に関係する商標の登録要件の見直し
◆商標法第４条

（商標登録を受けることができない商標）
第四条　次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標

登録を受けることができない。
　一・二　（略）
　三　国際連合その他の国際機関（ロにおいて「国際機関」という。）

を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は
類似の商標（次に掲げるものを除く。）
イ　自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需

要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するもので
あつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若し
くは役務について使用をするもの

ロ　国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からな
る商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずる
おそれがない商品又は役務について使用をするもの

四～十九　（略）
２・３　（略）
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ⅰ　従来の制度及び改正の必要性
パリ条約では、同盟国が加入する国際機関の紋章等の商標登録を禁止

しており（パリ条約第６条の３⑴⒝）、我が国は、商標法の規定により当
該義務を担保している（商標法第４条第１項第３号）。

他方、パリ条約では、こうした国際機関と関係があるとの誤認を生じ
ない商標については商標登録を行うことができる例外措置が定められて
いるが（パリ条約第６条の３⑴⒞）、我が国商標法は当該例外措置を定め
ておらず、実際の審査でこれを担保している。

近年、我が国企業が使用する商標についても、当該例外措置の対象に
なり得るものが多く登録され、または使用されている状況となっている
ため、我が国商標法においても、パリ条約と同様の例外措置を定める必
要性がある。

ⅱ　改正条文の解説
国際機関と関係があるとの誤認を生じないと考えられる、（イ）自己の

業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識さ
れている商標等、及び、（ロ）国際機関と関係があるとの誤認を生ずるお
それのない商品等について使用する商標（国際機関の略称を表示する標
章と同一又は類似のものに限る。）については、国際機関を表示する標章
と同一又は類似するものであっても、商標法第４条第１項第３号の対象
とはならず、商標登録を受けることができることとした。

②　「商標的使用」でない商標の使用に対する商標権の効力制限の明確化
◆商標法第26条

（商標権の効力が及ばない範囲）
第二十六条　商標権の効力は、次に掲げる商標（他の商標の一部とな

つているものを含む。）には、及ばない。
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　一～五　（略）
　六　前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品

又は役務であることを認識することができる態様により使用され
ていない商標

２　（略）

ⅰ　従来の制度及び改正の必要性
商標は、本来的には自他商品等の識別のために使用すべきものであり、

自他商品等の識別機能を発揮する形での商標の使用はいわゆる「商標的
使用」と称されている。こうした「商標的使用」でない商標の使用につ
いては商標権侵害を構成しないものとする裁判例はこれまで数多く蓄積
されているが11、こうした裁判例は商標法上の特定の規定を根拠とする
ものではない。

そのため、本来保護すべき範囲以上の権利を商標権者に与えるような
事態や、当該商標権者以外による商標の使用が必要以上に自粛されるよ
うな事態等の発生をあらかじめ防ぐべく、これら裁判例の積み重ねを明
文化する必要がある。

ⅱ　改正条文の解説
いわゆる「商標的使用」がされていない商標、すなわち「需要者が何

人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様
により使用されていない商標」に対しては、商標権の効力が及ばないこ
ととした。

11　ポパイ事件（大阪地判昭和51年２月24日（昭和49年（ワ）第393号））、テレビマンガ事
件（東京地判昭和55年７月11日（昭和53年（ワ）第255号）（東京高判昭和56年３月25日

（昭和55年（ネ）第1813号）にて原判決を維持））等。



182

③　国際登録に基づく商標権の信託による変更に関する規定の整備
◆商標法第68条の26

（商標権の登録の効果の特例）
第六十八条の二十六　国際登録に基づく商標権の移転、信託による変

更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力
を生じない。

２　（略）

国際登録に基づく商標権の「信託による変更」については、その登録が
効力発生要件とされていなかったが、一連の産業財産権と同様に、その登
録を効力発生要件とすることとした。

４．�施行期日及び経過措置

⑴　施行期日
改正法の公布の日から１年を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する（附則第１条本文）。

⑵　経過措置
①　商標の登録要件等の見直しに伴う経過措置
◆附則第５条第１項及び第２項

（商標法の一部改正に伴う経過措置）
第五条　第四条の規定による改正後の商標法（以下「新商標法」とい

う。）第二条第一項、第三条第一項及び第四条第一項（第十八号に係
る部分に限る。）の規定は、この法律の施行後にする商標登録出願に
ついて適用し、この法律の施行前にした商標登録出願については、
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なお従前の例による。
２　この法律の施行前にした商標登録出願に係る商標登録についての

登録異議の申立て又は無効の理由については、新商標法第三条第一
項及び第四条第一項（第十八号に係る部分に限る。）の規定にかかわ
らず、なお従前の例による。

３～18　（略）

ⅰ　改正後の登録要件等と改正前の登録要件等の適用関係（第１項）
改正前には保護対象としていなかった色彩のみの商標、音の商標を新

たに商標の定義に追加し、それに伴う登録要件の見直しを行うに当たり、
商標登録出願の審査の途中で適用される法が変更されることによる混乱
を防ぎ、法的安定性を図るため、商標の登録要件等に関する規定のうち、
今回改正したもの（商標法第２条第１項、第３条第１項第３号及び第４
条第１項第18号）については、改正法の施行後にする商標登録出願につ
いて適用し、施行前にした商標登録出願については従前の例によること
とした。

ただし、商標法第４条第１項第３号については、国際機関と関係があ
るとの誤認を生じない商標についてまで拒絶してしまう現行規定を、パ
リ条約と同様の適正な要件に修正するものであって、登録要件を緩和す
るものであることから、適用範囲を可能な限り広くするべく、経過措置
をおかず、施行日から適用することとした。

ⅱ　改正後の異議申立て理由等と改正前の異議申立て理由等の適用関係
（第２項）
商標法第３条第１項第３号及び同法第４条第１項第18号の改正は、い

ずれも登録要件を厳格化するものであるから、既に登録となっている商
標権が当該改正によって、事後的に取消し又は無効になることのないよ
う、改正法の施行前にした商標登録出願に係る商標登録についての異議
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申立ての理由又は無効の理由については、なお従前の例によることとした。

②　継続的使用権
◆附則第５条第３項〜第７項

（商標法の一部改正に伴う経過措置）
第五条　（略）
２　（略）
３　この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他

人の登録商標（この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。）
に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しく
は役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をして
いた者は、継続してその商品又は役務についてその商標（新商標法
第五条第二項第一号、第三号又は第四号に掲げるものに限る。以下
第五項までにおいて同じ。）の使用をする場合は、この法律の施行の
際現にその商標の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行って
いる範囲内において、その商品又は役務についてその商標の使用を
する権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

４　前項の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、同項の規定
により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係
る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐの
に適当な表示を付すべきことを請求することができる。

５　第三項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法
律の施行の際現にその商標がその者の業務に係る商品又は役務を表
示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の
規定にかかわらず、その商品又は役務についてその商標の使用をす
る権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

６　第四項の規定は、前項の場合に準用する。
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７　第三項から前項までの規定は、防護標章登録に基づく権利に準用
する。

８～18　（略）

ⅰ　必要性
改正法の施行前から使用されている色彩のみの商標、音の商標につい

ては、改正法の施行後に商標法の保護対象となり、文字や図形等が変化
する商標については、改正法の施行後にその変化の前後にわたって商標
登録を受けることができることとなり、これらの商標に対しては、改正
法の施行後に商標権の効力が及び得ることとなる。

このとき、改正法の施行前から既に使用している商標と同一又は類似
する商標が改正法の施行後に他者に商標登録されることにより、従来は
問題なく使用できていた自己の商標が他者の商標権の範囲に抵触し、そ
の使用が不可能となるケースが想定される。

そこで、これらの商標を商標法の保護対象に追加するに際しては、既
に使用されている商標に蓄積された信用を保護するため、一定の条件の
下に改正法の施行後も継続してこれらの商標を使用できる権利（以下「継
続的使用権」という。）を認めることとした。

ⅱ　概要
ア　継続的使用権（第３項及び第５項）

今回の改正により商標法の保護対象に追加された色彩のみの商標、音
の商標及び変化する商標について、改正法の施行前から不正競争の目的
でなく、他人の登録商標に係る指定商品等についてその登録商標又はこ
れに類似する商標の使用をしていた者には、改正法の施行の際現にその
商標の使用をして業務を行っている地理的範囲内において、継続的使用
権が認められることとした（第３項）。

このとき、使用に係る商標が既に需要者の間に広く認識されているも
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のである場合には、当該地理的範囲を超えて継続的使用権が認められる
（第５項）。

イ　混同防止表示請求（第４項及び第６項）
商標権者又は専用使用権者は、継続的使用権を有する者に対して商標

権に基づく差止請求権等の行使ができないため、それに代わる措置とし
て、継続的使用権者の業務に係る商品等と自己の業務に係る商品等との
混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求できることとした。

ウ　防護標章登録に基づく権利への準用（第７項）
差止請求権等の行使は、色彩のみの商標、音の商標及び変化する商標

に係る防護標章登録に基づく権利によって行使される場合もあるため、
継続的使用権及び混同防止表示請求に関する附則第５条第３項から第６
項までの規定を、防護標章登録に基づく権利に準用することとした。

③　博覧会への出品等に基づく特例の適用に関する経過措置
◆附則第５条第８項

（商標法の一部改正に伴う経過措置）
第五条　（略）
２～７　（略）
８　新商標法第五条第二項第一号、第三号又は第四号に掲げる商標に

係る商標登録を受けようとする者が、新商標法第九条第一項の規定
の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出品又は出
展の日（以下この項において「出品等の日」という。）が、この法律
の施行前であるときは、この法律の施行の日を出品等の日とみなす。

９～18　（略）
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商標法第９条は、博覧会に出品した商品又は出展した役務について使用
した商標について商標登録を受けようとする場合において、当該出品又は
出展の日から６月以内に商標登録出願をするときは、その商標登録出願を
当該出品又は出展の日にしたものとみなす旨を規定しているところ、当該
出品又は出展の日が改正法の施行前にまで遡及すると、第三者に対する不
測の損害や手続上の不平等が生ずる可能性がある。

このため、色彩のみの商標、音の商標及び変化する商標に係る商標登録
を受けようとする者が、同条第１項の規定の適用を受けようとする場合に
おいて、同項に規定する出品又は出展の日がそれぞれ施行の日より前であ
るときは、施行の日を出品等の日とみなすこととした。

④　国際商標登録出願に係る商標の詳細な説明に関する経過措置
◆附則第５条第15項

（商標法の一部改正に伴う経過措置）
第五条　（略）
２～14　（略）
15　新商標法第六十八条の九第二項の規定は、この法律の施行後にす

る標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月
二十七日にマドリッドで採択された議定書第三条の三に規定する領
域指定であって日本国を指定するもの（以下この項において「日本
国を指定する領域指定」という。）について適用し、この法律の施 
行前にした日本国を指定する領域指定については、なお従前の例に
よる。

16～18　（略）

商標法第68条の９第２項の改正により、国際商標登録出願に係る商標の
詳細な説明については、国際登録簿の記載事項のうち、国際登録の対象で
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ある商標の記載の意義の解釈に必要な事項として経済産業省令で定めるも
のをみなすこととした。

これに伴い、改正法の施行前にした国際商標登録出願についても当該改
正規定が適用され、商標の詳細な説明とみなされることのないよう（マド
リッド協定の議定書上、国際出願に際してこれを記載することが可能であ
り、改正法の施行前から国際登録簿に記載されているものもある。）、商標
法第68条の９第２項の改正規定は、改正法の施行後にする国際商標登録出
願について適用し、改正法の施行前にした国際商標登録出願については、
なお従前の例によることとした。

⑤　国際登録に基づく商標権の信託による変更の効力発生要件の見直しに
伴う経過措置
◆附則第５条第16項

（商標法の一部改正に伴う経過措置）
第五条　（略）
２～15　（略）
16　この法律の施行前に効力が生じた旧商標法第六十八条の十九第一

項の規定により読み替えて適用する旧商標法第十八条第二項の規定
により設定の登録を受けた商標権の信託による変更については、新
商標法第六十八条の二十六第一項の規定にかかわらず、なお従前の
例による。

17・18　（略）

今回の商標法第68条の26第１項の改正より、国際登録に基づく商標権の
信託による変更については、他の産業財産権と同様に、その登録が効力発
生要件とされた。

これに伴い、現行法上、既に効力が生じている国際登録に基づく商標権
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の信託による変更の効力が損なわれる事態を防ぎ（「自己信託」（信託法（平
成18年法律第108号）第３条第３号）は、公正証書等によってされる場合に
は当該公正証書の作成によって、それ以外の場合は受託者に対する確定
日付のある証書による通知によって、その効力が生ずる（同法第４条第３
項）。）、既存の権利の安定性を維持すべく、改正法の施行前に効力が生じ
た国際登録に基づく商標権の信託による変更については、なお従前の例に
よることとした。
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